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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信号装置と任意のネットワーク網で接続
されたプロジェクタとから構成されるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用した
プレゼンテーションシステムにおいて、
前記画像信号装置は、
画像データを表示するための表示手段Ａと、前記画像データが更新される度に、その更新
画像データを取得する画像取得手段と、前記表示手段Ａ上の画像表示領域を仮想的に複数
のブロックに分割する演算手段と、前記画像取得手段により取得された前記画像データが
、前記演算手段により分割された画像表示領域のどのブロックに相当するかを検出する画
像比較手段と、前記画像比較手段により検出されたブロックの前記画像データを、前記ネ
ットワーク網を介して前記プロジェクタに送信する通信手段Ａと、前記表示手段Ａ及び前
記画像比較手段及び前記演算手段及び前記通信手段Ａを各々制御する制御手段Ａとを有し
、
前記プロジェクタは、
前記画像信号装置から送信された前記画像データを受信する通信手段Ｐと、前記通信手段
Ｐにより受信した前記画像データを任意のフォーマットに展開する画像展開手段と、前記
画像展開手段により展開された前記画像データを入力とし、表示素子を通じてスクリーン
に対し拡大投射する表示手段Ｐと、前記通信手段Ｐ及び前記画像展開手段及び前記表示手
段Ｐを各々制御する制御手段Ｐとから構成され、
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前記演算手段は、
前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数が一致しているか否かを判別し、一致し
ている場合は設定されたデフォルト値で前記表示手段Ａにおける表示可能領域を仮想的に
分割し、一致していない場合は双方の解像度数の最大公約数を水平方向と垂直方向それぞ
れ算出し、前記最大公約数が所定の値以上の場合は、前記最大公約数で前記表示手段Ａに
おける表示可能領域を仮想的に分割し、前記最大公約数が前記所定の値より小さい場合は
、前記表示手段Ｐの前記表示素子の解像度数より決定される表示画素数より小さい値で前
記表示手段Ａとの最大公約数が前記所定の値より大きくなる値を算出し、その値を基に前
記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割する機能を有する
ことを特徴とするネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
システム。
【請求項２】
前記演算手段において、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数の最大公約数が
前記所定の値より小さい場合に、前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数より決定
される表示画素数より小さい値で、前記表示手段Ａとの最大公約数が前記所定の値より大
きくなる数を算出し、その値を基に演算される前記表示手段Ｐの仮想的な表示画素数が、
前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数に対する比率が所定の閾値より小さい場合
、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数との最大公約数で、前記表示手段Ａ及
び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割することを特徴とする請求項１記
載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステム。
【請求項３】
前記演算手段において、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数が一致していな
い場合、双方の表示画素数の組合せを基に前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表
示可能領域を仮想的に分割するブロック数の値を予め記載したテーブルを参照し、双方の
組合せが前記テーブルに記載されている場合、その値を基に前記表示手段Ａ及び前記表示
手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割し、記載されていない場合は、同様に所望の
最大公約数を算出し、その値を基に、前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可
能領域を仮想的に分割すると共に、前記テーブルにその値を上書き保存することを特徴と
する請求項１または請求項２記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプ
レゼンテーションシステム。
【請求項４】
前記演算手段における演算結果により、前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数よ
り決定される表示画素数より小さい表示画素数で前記プロジェクタからスクリーンに対し
任意の画像データを投射する場合、前記表示手段Ｐに含まれる表示素子において、前記画
像データが該当しない表示素子は黒色表示とすることを特徴とする請求項１乃至請求項３
のいずれかに記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーショ
ンシステム。
【請求項５】
前記演算手段における演算結果により、前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数よ
り決定される表示画素数より小さい表示画素数で前記プロジェクタからスクリーンに対し
任意の画像データを投射する場合、前記画像展開手段から出力された画像データを前記表
示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数まで拡大する画像拡大手段を備えたことを特徴と
する請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを
使用したプレゼンテーションシステム。
【請求項６】
パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信号装置と任意のネットワーク網で接続
されたプロジェクタとから構成されるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用した
プレゼンテーション方法において、
前記画像信号装置が表示可能とする解像度数と前記プロジェクタが表示可能とする解像度
数とを比較する解像度数比較ステップと、
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前記解像度数比較ステップにおいて比較結果が一致している場合に、前記画像信号装置の
画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数としてデフォルト値を設
定する第一のブロック数設定ステップと、
前記解像度数比較ステップにおいて比較結果が不一致の場合に、前記画像信号装置が表示
可能とする解像度数と前記プロジェクタが表示可能とする解像度数との最大公約数を水平
方向と垂直方向それぞれ算出する最大公約数算出ステップと、
前記最大公約数算出ステップにより算出された値が所定の値以上か否かを判定する最大公
約数判定ステップと、
前記最大公約数判定ステップにおいて算出結果が前記所定の値以上の場合、その値を前記
画像信号装置の画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設
定する第二のブロック数設定ステップと、
前記最大公約数判定ステップにおいて算出結果が前記所定の値より小さい場合に、前記プ
ロジェクタが表示可能とする解像度数を下げることにより前記画像信号装置が表示可能と
する解像度数との最大公約数が所定の値以上となる解像度数を算出する解像度数算出ステ
ップと、
前記解像度数算出ステップにおいて算出された値を、前記画像信号装置及び前記プロジェ
クタの画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設定する第
三のブロック数設定ステップと、
を備えたことを特徴とするネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテ
ーション方法。
【請求項７】
前記解像度数算出ステップにより算出された解像度数と前記プロジェクタが有する表示素
子により決定される表示画素数との比率が所定の閾値より大きいか否かを判定する解像度
比率判定ステップと、
前記解像度比率判定ステップにより比率が所定の値以上の場合に、前記解像度数算出ステ
ップにより算出された値を前記画像信号装置の画像表示領域を仮想的に複数のブロックに
分割するための分割数として設定する第四のブロック数設定ステップと、
前記解像度比率判定ステップにより比率が前記所定の閾値より小さい場合に、前記最大公
約数算出ステップにより算出された値を前記画像信号装置及び前記プロジェクタの画像表
示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設定する第五のブロック
数設定ステップと、
を備えたことを特徴とする請求項６記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用
したプレゼンテーション方法。
【請求項８】
前記解像度数比較ステップにおいて比較結果が一致していない場合に、双方の表示画素数
の組合せを基に前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割
するブロック数の値を予め記載したテーブルを参照する解像度変換テーブル参照ステップ
と、
前記テーブルに所望の値が存在する場合に、前記画像信号装置及び前記プロジェクタの画
像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設定する第六のブロ
ック数設定ステップと、
前記テーブルに所望の値が無い場合に、前記第三のブロック数設定ステップにより設定さ
れた値を、前記画像信号装置及び前記プロジェクタの画像表示領域を仮想的に複数のブロ
ックに分割するための分割数とすると共に、前記テーブルに上書き保存する解像度変換テ
ーブル保存ステップと、
を備えたことを特徴とする請求項６または請求項７記載のネットワーク機能を有するプロ
ジェクタを使用したプレゼンテーション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、パソコンに代表される画像信号装置を使用してプレゼンテーションを行う際
、画像信号装置から出力されるプレゼンテーションデータを任意のネットワーク網を介し
てプロジェクタに投射させる、ネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼ
ンテーションシステム及びプレゼンテーション方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＲＧＢケーブルを使用せずに、ネットワーク網（特に無線ＬＡＮ）を利用して、
パソコン上に表示された画像をプロジェクタに送信し投射する、ネットワーク機能を有す
るプロジェクタ投射システムが急速に広まっている。
【０００３】
　一方、パソコンにおいては、ＣＰＵや液晶パネル等の基幹部品の高性能化，低価格化に
伴い、表示画素数が年々増大し高解像度化が加速している。
【０００４】
　以下に従来のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシ
ステムについて説明する。
【０００５】
　従来、ネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステム
は、特許文献１に記載されたものが知られている。
【０００６】
　特許文献１に記載されたプレゼンテーションシステムの構成図を図８に示す。
【０００７】
　図８において、１０１はパソコンに代表される画像信号装置、１０２はネットワーク機
能を有するプロジェクタ、１０３は任意のネットワーク網、１０４はプロジェクタ１０２
から拡大投射された画像を投影するスクリーンである。
【０００８】
　以上のように構成された従来のプレゼンテーションシステムについて説明する。
【０００９】
　画像信号装置１０１から任意のネットワーク網１０３を介してプロジェクタ１０２に画
像データを送信する場合、ネットワーク網１０３の帯域に制限があるため、画像信号装置
１０１からプロジェクタ１０２に送信する画像データ量を抑える必要がある。
【００１０】
　このため、画像データをそのまま送信したのでは送信に時間を要してしまい、プロジェ
クタによる投射の表示速度が遅れてしまい、ワイプやフェードといったアニメーション効
果画像の動作を忠実に再現させることが困難となる。
【００１１】
　そこで、画像信号装置１０１上に表示される画像領域を仮想的に複数のブロックに分割
（図８の例ではＡからＰまでの４×４＝１６分割）し、ブロック毎に画像データの変化を
検出し、変化が検出されたブロックの画像データのみをプロジェクタ１０２に送信する。
【００１２】
　これにより、ネットワーク網１０３を通る画像データ量が抑えられ、プロジェクタ１０
２からスクリーン１０４に投影される画像の更新を高速に行うことが可能となる。
【特許文献１】特開２００３－５０６９４号公報（段落番号「００１０」）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら上記従来の構成では、画像信号装置１０１とプロジェクタ１０２との表示
解像度数が異なる場合、図８に示すように、双方の表示画像領域を仮想的に分割するブロ
ック数を揃える際、表示解像度数によっては、一つのブロックに含まれる画素数に端数が
生じ、その結果、座標演算の丸め誤差のため、プロジェクタ１０２から投影される画像が
ブロック間の境界近傍で左右に動いたり点滅したりするという現象を生じていた。
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【００１４】
　例えば、双方の水平方向の表示画素数が、
　　　　画像信号装置１０１・・・１４００ドット
　　　　プロジェクタ１０２・・・１０２４ドット
　この時、表示画像領域を仮想的に分割するブロック数を水平方向に２５６とした場合、
各ブロックに含まれる水平方向の画素数は、
　　　　画像信号装置１０１・・・１４００÷２５６＝５．４６８７５ドット
　　　　プロジェクタ１０２・・・１０２４÷２５６＝４ドット
　即ち、画像信号装置１０１における１つのブロックに含まれる水平方向の画素数が端数
となるため、ブロックとブロックの境界の画素データの情報が、プロジェクタ１０２から
投影される画像に反映されたり反映されなかったりする事により、一部の画像データの座
標位置がプロジェクタ１０２上で１ドット左右に動いたり、或いは、画像データの表示が
点滅するという現象が生じる。
【００１５】
　上述のような問題点を解決するため、画像信号装置１０１とプロジェクタ１０２との表
示解像度数との最大公約数を画像信号装置１０１において演算し、その結果をもとに各装
置の表示画像領域を仮想的に分割するブロック数を算出する手法がある。
【００１６】
　この手法の動作フローチャートを図９に示す。
【００１７】
　図９において、画像信号装置１０１とプロジェクタ１０２との表示解像度数とを比較し
て、一致しているか否かを判断し（ステップＳ１０１）、一致している場合は、予め定め
られた値を表示画像領域を仮想的に分割するブロック数として設定する（ステップＳ１０
２）。ステップＳ１０１において一致していない場合は、両者の最大公約数を演算し（ス
テップＳ１０３）、その演算結果を各装置の表示画像領域を仮想的に分割するブロック数
とする（ステップＳ１０４）。
【００１８】
　例えば、双方の水平方向の表示画素数が、
　　　　画像信号装置１０１・・・１４００ドット
　　　　プロジェクタ１０２・・・１０２４ドット
　この時、双方の最大公約数は８であるため、各ブロックに含まれる水平方向の画素数は
、
　　　　画像信号装置１０１・・・１４００÷８＝１７５ドット
　　　　プロジェクタ１０２・・・１０２４÷８＝１２８ドット
と、共に整数となるため、先述のような不具合は生じなくなる。
【００１９】
　しかしながら、各ブロックに含まれる画素数が非常に多くなるため、ネットワーク網１
０３を介して画像信号装置１０１からプロジェクタ１０２に送信する画像データ量が必然
的に多くなり、結果としてプロジェクタ１０２から投射される画像データの表示速度が遅
くなるという問題点を有していた。
【００２０】
　本発明は上記従来の問題点を解決するもので、任意のネットワーク網を介して接続され
た画像信号装置とプロジェクタとの表示解像度数が異なる場合においても、プロジェクタ
から投影される画像がブロック間の境界近傍で左右に動いたり点滅したりする等の現象を
生じさせることなく、プロジェクタから表示される画像データの表示速度を高速化するこ
とのできるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステ
ム及びプレゼンテーション方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の請求項１に記載の発明は、パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信
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号装置と任意のネットワーク網で接続されたプロジェクタとから構成されるネットワーク
機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムにおいて、
前記画像信号装置は、
画像データを表示するための表示手段Ａと、前記画像データが更新される度に、その更新
画像データを取得する画像取得手段と、前記表示手段Ａ上の画像表示領域を仮想的に複数
のブロックに分割する演算手段と、前記画像取得手段により取得された前記画像データが
、前記演算手段により分割された画像表示領域のどのブロックに相当するかを検出する画
像比較手段と、前記画像比較手段により検出されたブロックの前記画像データを、前記ネ
ットワーク網を介して前記プロジェクタに送信する通信手段Ａと、前記表示手段Ａ及び前
記画像比較手段及び前記演算手段及び前記通信手段Ａを各々制御する制御手段Ａとを有し
、
前記プロジェクタは、
前記画像信号装置から送信された前記画像データを受信する通信手段Ｐと、前記通信手段
Ｐにより受信した前記画像データを任意のフォーマットに展開する画像展開手段と、前記
画像展開手段により展開された前記画像データを入力とし、表示素子を通じてスクリーン
に対し拡大投射する表示手段Ｐと、前記通信手段Ｐ及び前記画像展開手段及び前記表示手
段Ｐを各々制御する制御手段Ｐとから構成され、
前記演算手段は、
前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数が一致しているか否かを判別し、一致し
ている場合は設定されたデフォルト値で前記表示手段Ａにおける表示可能領域を仮想的に
分割し、一致していない場合は双方の解像度数の最大公約数を水平方向と垂直方向それぞ
れ算出し、前記最大公約数が所定の値以上の場合は、前記最大公約数で前記表示手段Ａに
おける表示可能領域を仮想的に分割し、前記最大公約数が前記所定の値より小さい場合は
、前記表示手段Ｐの前記表示素子の解像度数より決定される表示画素数より小さい値で前
記表示手段Ａとの最大公約数が前記所定の値より大きくなる値を算出し、その値を基に前
記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割する機能を有する
ことを特徴とするネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
システムとしたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投影される画像がブロック間の境界近傍で左右に
動いたり点滅したりする等の問題を生じさせることなく、プロジェクタから投射される映
像の表示速度を高速化する作用を有する。
【００２２】
　請求項２に記載の発明は、前記演算手段において、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐと
の表示画素数の最大公約数が前記所定の値より小さい場合に、前記表示手段Ｐに含まれる
表示素子の解像度数より決定される表示画素数より小さい値で、前記表示手段Ａとの最大
公約数が前記所定の値より大きくなる数を算出し、その値を基に演算される前記表示手段
Ｐの仮想的な表示画素数が、前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数に対する比率
が所定の閾値より小さい場合、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐとの表示画素数との最大
公約数で、前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割する
ことを特徴とする請求項１記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムとしたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示領域を大幅に狭めることな
く表示速度を高速化する作用を有する。
【００２３】
　請求項３に記載の発明は、前記演算手段において、前記表示手段Ａと前記表示手段Ｐと
の表示画素数が一致していない場合、双方の表示画素数の組合せを基に前記表示手段Ａ及
び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割するブロック数の値を予め記載し
たテーブルを参照し、双方の組合せが前記テーブルに記載されている場合、その値を基に
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前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割し、記載されて
いない場合は、前記同様に所望の最大公約数を算出し、その値を基に、前記表示手段Ａ及
び前記表示手段Ｐにおける表示可能領域を仮想的に分割すると共に、前記テーブルにその
値を上書き保存することを特徴とする請求項１または請求項２記載のネットワーク機能を
有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムとしたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示速度を高速化するために必
要となる最大公約数を直ちに取得可能とする作用を有する。
【００２４】
　請求項４に記載の発明は、前記演算手段における演算結果により、前記表示手段Ｐに含
まれる表示素子の解像度数より決定される表示画素数より小さい表示画素数で前記プロジ
ェクタからスクリーンに対し任意の画像データを投射する場合、前記表示手段Ｐに含まれ
る表示素子において、前記画像データが該当しない表示素子は黒色表示とすることを特徴
とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のネットワーク機能を有するプロジェクタ
を使用したプレゼンテーションシステムとしたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示速度を高速化すると共に画
像品位を向上させる作用を有する。
【００２５】
　請求項５に記載の発明は、前記演算手段における演算結果により、前記表示手段Ｐに含
まれる表示素子の解像度数より決定される表示画素数より小さい表示画素数で前記プロジ
ェクタからスクリーンに対し任意の画像データを投射する場合、前記画像展開手段から出
力された画像データを前記表示手段Ｐに含まれる表示素子の解像度数まで拡大する画像拡
大手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のネットワーク
機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムとしたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示領域を縮小することなく表
示速度を高速化する作用を有する。
【００２６】
　請求項６に記載の発明は、パソコンに代表される画像信号装置と、前記画像信号装置と
任意のネットワーク網で接続されたプロジェクタとから構成されるネットワーク機能を有
するプロジェクタを使用したプレゼンテーション方法において、
前記画像信号装置が表示可能とする解像度数と前記プロジェクタが表示可能とする解像度
数とを比較する解像度数比較ステップと、前記解像度数比較ステップにおいて比較結果が
一致している場合に、前記画像信号装置の画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割
するための分割数としてデフォルト値を設定する第一のブロック数設定ステップと、前記
解像度数比較ステップにおいて比較結果が不一致の場合に、前記画像信号装置が表示可能
とする解像度数と前記プロジェクタが表示可能とする解像度数との最大公約数を水平方向
と垂直方向それぞれ算出する最大公約数算出ステップと、前記最大公約数算出ステップに
より算出された値が所定の値以上か否かを判定する最大公約数判定ステップと、前記最大
公約数判定ステップにおいて算出結果が前記所定の値以上の場合、その値を前記画像信号
装置の画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設定する第
二のブロック数設定ステップと、前記最大公約数判定ステップにおいて算出結果が前記所
定の値より小さい場合に、前記プロジェクタが表示可能とする解像度数を下げることによ
り前記画像信号装置が表示可能とする解像度数との最大公約数が所定の値以上となる解像
度数を算出する解像度数算出ステップと、前記解像度数算出ステップにおいて算出された
値を、前記画像信号装置及び前記プロジェクタの画像表示領域を仮想的に複数のブロック
に分割するための分割数として設定する第三のブロック数設定ステップと、を備えたこと
を特徴とするネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション方法
としたものであり、
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任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投影される画像がブロック間の境界近傍で左右に
動いたり点滅したりする等の問題を生じさせることなく、プロジェクタから投射される映
像の表示速度を高速化する作用を有する。
【００２７】
　請求項７に記載の発明は、前記解像度数算出ステップにより算出された解像度数と前記
プロジェクタが有する表示素子により決定される表示画素数との比率が所定の閾値より大
きいか否かを判定する解像度比率判定ステップと、前記解像度比率判定ステップにより比
率が所定の値以上の場合に、前記解像度数算出ステップにより算出された値を前記画像信
号装置の画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数として設定する
第四のブロック数設定ステップと、前記解像度比率判定ステップにより比率が前記所定の
閾値より小さい場合に、前記最大公約数算出ステップにより算出された値を前記画像信号
装置及び前記プロジェクタの画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分
割数として設定する第五のブロック数設定ステップと、を備えたことを特徴とする請求項
６記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション方法とし
たものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示領域を大幅に狭めることな
く表示速度を高速化する作用を有する。
【００２８】
　請求項８に記載の発明は、前記解像度数比較ステップにおいて比較結果が一致していな
い場合に双方の表示画素数の組合せを基に前記表示手段Ａ及び前記表示手段Ｐにおける表
示可能領域を仮想的に分割するブロック数の値を予め記載したテーブルを参照する解像度
変換テーブル参照ステップと、前記テーブルに所望の値が存在する場合に、前記画像信号
装置及び前記プロジェクタの画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分
割数として設定する第六のブロック数設定ステップと、前記テーブルに所望の値が無い場
合に、前記第三のブロック数設定ステップにより設定された値を前記画像信号装置及び前
記プロジェクタの画像表示領域を仮想的に複数のブロックに分割するための分割数とする
と共に、前記テーブルに上書き保存する解像度変換テーブル保存ステップとを備えたこと
を特徴とする請求項６または請求項７記載のネットワーク機能を有するプロジェクタを使
用したプレゼンテーション方法としたものであり、
任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異
なる場合においても、プロジェクタから投射される映像の表示速度を高速化するために必
要となる最大公約数を直ちに取得可能とする作用を有する。
【発明の効果】
【００２９】
　以上のように本発明は、任意のネットワーク網を介して接続された画像信号装置とプロ
ジェクタとの表示解像度数が異なる場合においても、プロジェクタからスクリーンに対し
て投射される映像の表示速度を高速化させ、ワイプやフェードといったアニメーション効
果画像の動作を忠実に再現させることが可能となる。
【００３０】
　これにより、無線ＬＡＮ対応プロジェクタに無線で接続したパソコンを使用して、アニ
メーション効果画像を用いた効果的なプレゼンテーションを実現可能とするという優れた
効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図７を用いて説明する。
【００３２】
　（実施の形態１）
　図１は本発明のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
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システムの構成図である。
【００３３】
　図１において、１は、パソコンに代表される画像信号装置、２は、プロジェクタ、３は
、画像信号装置１とプロジェクタ２をイーサネット（登録商標）等で接続する任意のネッ
トワーク網、４は、プロジェクタ２から拡大投射された映像を投影するスクリーンである
。
【００３４】
　図２は、画像信号装置１及びプロジェクタ２の内部構成図である。図２において、１１
は、画像信号装置１内の各ブロックを制御するＣＰＵに代表される制御手段Ａ、１２は、
液晶パネルに代表される表示素子を含み、その表示素子上に任意のアプリケーションソフ
トにより生成された画像データを表示する表示手段Ａ、１３は、表示手段Ａ１２により表
示された画像データを取得する画像取得手段、１４は、画像信号装置１とプロジェクタ２
が各々表示可能とする解像度数を基に画像信号装置１及びプロジェクタ２上の表示可能領
域を仮想的に分割するための分割数を演算する演算手段、１５は、演算手段１４により分
割されたブロック毎に画像取得手段１３により取得された画像データが変化しているか否
かを検出する画像比較手段、１６は、任意のネットワーク網３を介してプロジェクタ２と
接続すると共に画像比較手段１５により画像データが変化したブロック全体の画像データ
をネットワーク網３を介してプロジェクタ２へ転送する通信手段Ａ、２１は、プロジェク
タ２内の各ブロックを制御するＣＰＵに代表される制御手段Ｐ、２４は、任意のネットワ
ーク網３を介して画像信号装置１と接続すると共に画像信号装置１から送信された任意の
画像データを受信する通信手段Ｐ、２３は、通信手段Ｐ２４により受信された画像データ
を任意のフォーマットに展開する画像展開手段、２２は、液晶パネル或いはＤＬＰパネル
に代表される表示素子を含み、その表示素子上に画像展開手段２３により展開された画像
データを表示する表示手段Ｐである。
【００３５】
　以上のように構成された本実施の形態のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用
したプレゼンテーションシステムについて、その動作を以下に説明する。
【００３６】
　まず、ネットワーク網３上で画像信号装置１とプロジェクタ２を接続する。この接続方
法としては、例えばネットワーク網３としてイーサネット（登録商標）を使用している場
合、画像信号装置１とプロジェクタ２に同一グループの固定ＩＰアドレスを事前に与える
方法がある。
【００３７】
　その一例を以下に示す。
【００３８】
　　　画像信号装置１側の設定
　　　　　　ＩＰ：１９２．１６８．１６．１
　　　　　　サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０
　　　プロジェクタ２側の設定
　　　　　　ＩＰ：１９２．１６８．１６．１００
　　　　　　サブネットマスク：２５５．２５５．２５５．０
　また、画像信号装置１或いはプロジェクタ２のいずれかがＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　
Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバとなり、任意のネッ
トワーク網３に接続された装置に対してＩＰアドレスを割り振る方法でも接続は可能とな
る。
【００３９】
　更に、ネットワーク網３として無線ネットワークを使用した場合、アドホック接続によ
り画像信号装置１とプロジェクタ２が接続可能となる。通常、プロジェクタ２をスタンバ
イ電源状態から起動させる際、ランプの点灯動作を行うが、このランプを点灯する駆動回
路は高電圧回路であり、駆動時にノイズがプロジェクタ２内部に伝搬する。即ち、このラ
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ンプ点灯動作中は両装置の接続が正常に行えない場合がある。そこで、画像信号装置１は
、プロジェクタ２に搭載されたランプの点灯動作を常時検出し、ランプが点灯された後に
再度両装置の接続を行う。
【００４０】
　次に、画像信号装置１上で動作させたアプリケーションソフトにより生成された画像デ
ータの表示を、制御手段Ａ１１を介して表示手段Ａ１２に含まれる表示素子上に表示させ
る。画像取得手段１３は、表示手段Ａ１２により表示された画像データを取得し、画像比
較手段１５へ出力する。画像比較手段１５は、表示手段Ａ１２に含まれる表示素子が有す
る表示可能領域を仮想的に複数のブロック数に分割し、そのブロックごとにブロック内に
含まれる画像データが変化したか否かを検出する。例えば、画像取得手段１３により取得
された画像データと、次のタイミングで画像取得手段１３が取得した画像データとを比較
することにより、変化した画像データを容易に把握可能となる。
【００４１】
　また、画像取得手段１３が表示手段Ａ１２により表示された画像データを取得するタイ
ミングは、一定時間間隔或いは、表示手段Ａ１２において画像データを表示素子に描画す
る描画命令を制御手段Ａ１１が検出する時など種々の方法がある。
【００４２】
　ここで、画像取得手段１３が画像データを取得するタイミングとして、画像データを表
示素子に描画する描画命令の発行タイミングとした場合、どの画像データを更新するかを
容易に把握することが可能となるため、画像取得手段１３は表示手段Ａ１２により表示さ
れた画像データ全体を常に取得する必要はなく、更新される画像データのみを取得するこ
とにより画像取得時間が大幅に短縮可能となる。
【００４３】
　画像比較手段１５は、更新されたと判断された画素データを含むブロック全体の更新後
の画像データを抽出し通信手段Ａ１６に転送する。この際、通信手段Ａ１６に転送される
画像データのフォーマットは、非圧縮あるいはＰＮＧ形式に代表される可逆圧縮フォーマ
ット或いはＪＰＥＧ形式に代表される非可逆圧縮フォーマットがある。
【００４４】
　通信手段Ａ１６は、画像比較手段１５から出力された画像データに加え、その画像デー
タがどのブロックに相当するかの位置座標情報やネットワーク網３を介してプロジェクタ
２と接続するためのＩＰアドレスやＭＡＣアドレスなどの接続情報を付与したデータをプ
ロジェクタ２に転送する。この時、画像信号装置１からプロジェクタ２に転送されるデー
タの単位はブロック毎でも良いが、隣接するブロックを一つにまとめて転送効率を上げて
も良い。
【００４５】
　このように、画像信号装置１から転送されたデータを受信した通信手段Ｐ２４は、受信
した画像データを画像展開手段２３に転送し、任意のフォーマットに画像データを伸張す
る。ここで、通信手段Ｐ２４が受信したデータより、制御手段Ｐ２１はどのブロックに相
当した画像データであるかを検出し、その検出結果を画像展開手段２３に送信し、画像展
開手段２３はその情報を基に所望の位置に伸張した画像データを配置する。
【００４６】
　このように、画像展開手段２３により伸張された画像データを入力とした表示手段Ｐ２
２は、液晶パネルやＤＬＰパネルといった表示素子上にその画像データを表示させ、スク
リーン４に対して拡大投射する。
【００４７】
　ここで、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２に含まれる表示素子が有する表示可能領域
を仮想的に複数に分割するためのブロック数は、演算手段１４により算出される。演算手
段１４の動作フローチャートを図３に示し、以下、その動作について説明する。
【００４８】
　画像信号装置１とプロジェクタ２がネットワーク網３を介して接続された後、画像信号
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装置１はプロジェクタ２に対し、プロジェクタ２が有する表示素子の解像度数情報を問い
合わせる。この問い合わせ情報を受信したプロジェクタ２は、ネットワーク網３を介して
画像信号装置１に対し表示素子の解像度数の情報を通知する。この情報を受信した通信手
段Ａ１６は、その情報を制御手段Ａ１１に転送する。制御手段Ａ１１は、表示手段Ａ１２
に含まれる表示素子の解像度数情報と前述により受信したプロジェクタ２が有する解像度
数情報を演算手段１４に転送する。各装置の解像度数情報を受信した演算手段１４は、そ
の解像度数を比較し（ステップＳ１）、双方の解像度数が一致している場合は、予め設定
されたデフォルト値を表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２の表示可能領域を仮想的に分割
するブロック数とする（ステップＳ２）。分割するブロック数が多いほど高速に画像更新
表示が可能となるが、管理制御する処理が増えるというデメリットも生じる。
【００４９】
　通常、一つのブロックに含まれる水平方向の画素数は４ドットから１６ドットの間が好
ましいため、例えば、プロジェクタ２が有する表示素子の解像度数がＸＧＡサイズ（１０
２４ドット×７６８ライン）の場合、デフォルト値としては、
　　　　１０２４÷８＝１２８ブロック
と、水平方向を１２８分割するように設定を行う。
【００５０】
　同様に垂直方向についても演算し、
　　　　７６８÷８＝９６ブロック
となるため、仮想的に分割したブロック数はトータルで、
　　　　１２８×９６＝１２２８８ブロック
となる。即ち、ステップＳ１において、画像信号装置１の解像度数もＸＧＡサイズである
と判別された場合、ステップＳ２において、演算手段１４は画像比較手段１５に対し、表
示手段Ａ１２に含まれる表示素子が有する表示可能領域を仮想的に水平方向に１２８分割
し垂直方向に９６分割するように命令する。
【００５１】
　更に、演算手段１４は、制御手段Ａ１１から通信手段Ａ１６を経由してプロジェクタ２
に対して上記分割情報を送信する（ステップＳ８）。これは、本プレゼンテーションシス
テムにおいて、画像転送速度を高速化するために、画像信号装置１の表示可能領域を仮想
的に複数のブロックに分割しブロック毎に画像データを転送する方式を用いているため、
送信側である画像信号装置１と受信側であるプロジェクタ２の各表示可能領域を仮想的に
分割するブロック数とを一致させるためである。
【００５２】
　一方、ステップＳ１において、画像信号装置１とプロジェクタ２との解像度数が異なる
場合、演算手段１４は双方の解像度数の最大公約数を算出し（ステップＳ３）、その算出
された最大公約数が所定の値より大きいか否かを判別する（ステップＳ４）。
【００５３】
　ステップＳ４において、ステップＳ３で得られた最大公約数が上記所定の値より大きい
場合、ステップＳ３により算出された最大公約数を表示手段Ａ１２に含まれる表示素子が
有する表示可能領域を仮想的に分割するブロック数とする（ステップＳ５）。
【００５４】
　ステップＳ４において使用される所定の値としては、５０程度が経験上、望ましい。こ
こで、所定の値が小さいほど、一つのブロックに含まれる画素数が多くなるため、そのブ
ロック内に含まれる画素データを圧縮する時間や任意のネットワーク網３を転送する転送
時間が増大すると共に、そのブロック内では何らかの画素が常に変化する確率が高くなる
ため、常に全ブロックを転送しなければならないという不具合が生じる。
【００５５】
　一方、所定の値を大きくしすぎると該当する最大公約数が得られないという不具合が生
じる。所定の値を５０とした例を以下に示す。各装置の水平方向の表示解像度数が、
　　　　画像信号装置１・・・１２８０ドット
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　　　　プロジェクタ２・・・１０２４ドット
で有る場合、最大公約数は２５６となるため、
　　　　最大公約数２５６＞５０
　即ち、ステップＳ５において、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２に含まれる表示素子
が有する表示可能領域を仮想的に分割するブロック数を２５６とする。この時、一つのブ
ロックに含まれる表示画素数は、
　　　　画像信号装置１・・・１２８０÷２５６＝５ドット
　　　　プロジェクタ２・・・１０２４÷２５６＝４ドット
となる。
【００５６】
　また、ステップＳ１において、各装置の水平方向の表示解像度数が、
　　　　画像信号装置１・・・１４００ドット
　　　　プロジェクタ２・・・１０２４ドット
で有る場合、最大公約数は８となるため、
　　　　最大公約数８＜５０
となる。
【００５７】
　演算手段１４は、プロジェクタ２の水平方向の解像度数を１０２４ドットから下げてい
き、最大公約数が５０以上となる数字を算出する（ステップＳ６）。数字の下げ方は１ド
ットずつ下げて都度最大公約数を算出しても良いが、４ドット或いは８ドットずつという
具合に解像度数を下げていっても良い。
【００５８】
　上述の例の場合、プロジェクタ２の水平方向の解像度数を１０００ドットとした時、最
大公約数は２００となり、
　　　　最大公約数２００＞５０
　これより、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２に含まれる表示素子が有する表示可能領
域を仮想的に分割するブロック数を２００とする（ステップＳ７）。この時、一つのブロ
ックに含まれる表示画素数は、
　　　　画像信号装置１・・・１４００÷２００＝７ドット
　　　　プロジェクタ２・・・１０００÷２００＝５ドット
となる。ここで、上述の例において、従来方式ではステップＳ３で算出された最大公約数
８を適用するため、この時の一つのブロックに含まれる表示画素数は、
　　　　画像信号装置１・・・１４００÷８＝１７５ドット
　　　　プロジェクタ２・・・１０２４÷８＝１２８ドット
となる。
【００５９】
　本方式に比べブロックの大きさが約２５倍となり、画像データを縮小させるための演算
時間が長くなると共に画像データ量が大きくなり、ネットワーク網３を転送させる転送時
間も長くなり、結果として画像信号装置１からプロジェクタ２に転送された画像データの
表示が遅くなるという不具合があったが、本方式を採用することにより、一つのブロック
に含まれる画像データの容量を大幅に削減可能となり、画像信号装置１とプロジェクタ２
との解像度数が異なる場合においても、画像信号装置１とプロジェクタ２との解像度数が
一致しているときと同等の画像表示速度が得られる。
【００６０】
　垂直方向についても同様に演算手段１４において分割数を算出することが可能であるが
、表示素子のアスペクト比は数種類に限定されているため、下記のようにして算出するこ
とも可能である。
【００６１】
　例えば、上述の例に示したように、画像信号装置１が有する解像度がＳＸＧＡ＋（１４
００ドット×１０５０ライン）、プロジェクタ２が有する解像度数がＸＧＡ（１０２４ド
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ット×７６８ライン）の時、アスペクト比は、
　　　　画像信号装置１・・・１４００：１０５０＝４：３
　　　　プロジェクタ２・・・１０２４：７６８＝４：３
と、共に４：３である。
【００６２】
　ステップＳ６において、プロジェクタ２の水平方向の解像度数を１０００ドットとした
場合、垂直方向の解像度数はアスペクト比を維持することより、
　　　　１０００×（３÷４）＝７５０ドット
とすればよい。この時、垂直方向の最大公約数は１５０となるため、一つのブロックに含
まれる垂直方向の表示画素数は、
　　　　画像信号装置１・・・１０５０÷１５０＝７ドット
　　　　プロジェクタ２・・・７５０÷１５０＝５ドット
即ち、一つのブロックの大きさは、
　　　　画像信号装置１・・・７ドット×７ドット
　　　　プロジェクタ２・・・５ドット×５ドット
となる。
【００６３】
　ここで、ＸＧＡの解像度数を有する表示素子をプロジェクタ２が有しているにも関わら
ず、演算手段１４によりプロジェクタ２で表示可能とする解像度数を、
　　　　１０００ドット×７５０ドット
とした場合、
　　　　水平方向：１０２４－１０００＝２４ドット
　　　　垂直方向：７６８－７５０＝１８ドット
の表示領域を使用しない事になる。
【００６４】
　ステップＳ８において、制御手段Ｐ２１はプロジェクタ２から表示する画像領域が１０
００ドット×７５０ドットである事を画像信号装置１より通知されているため、画像展開
手段２３に対し、例えば、図４に示すように、
　　　　水平方向：２４ドット÷２＝１２ドット
　　　　垂直方向：１８ドット÷２＝９ドット
の画像領域を左右或いは上下方向に黒色とするように制御することにより、プロジェクタ
２からスクリーン４へ投影する映像の表示品位を損なわずに表示可能となる。
【００６５】
　勿論、スクリーン４の中央に表示画像データを配置しなくても同等の効果を得る。
【００６６】
　また、図５に示すように、制御手段Ｐ２１により任意の拡大率で画像展開手段２３から
出力される画像データを拡大する画像拡大手段２５を備えることにより、表示手段Ｐ２２
に含まれる表示素子の解像度でプロジェクタ２から拡大表示可能となる。例えば、上述の
例で説明すると、ＸＧＡの解像度を有する表示素子に対し、
　　　　１０００ドット×７５０ドット
の解像度数でプロジェクタ２から画像データを投射する場合、制御手段Ｐ２１は、画像拡
大手段２５に対し、
　　　　水平方向：１０２４÷１０００＝１．０２４倍
　　　　垂直方向：７６８÷７５０＝１．０２４倍
と所望の拡大率情報を送信する事により、プロジェクタ２からスクリーン４へ投射する画
像データの解像度数は常にＸＧＡサイズとすることが可能となる。
【００６７】
　ここで、制御手段Ｐ２１において、水平及び垂直方向の拡大率を各々演算するのは、画
像信号装置１が表示可能とする画像データのアスペクト比とプロジェクタ２が表示可能と
するアスペクト比が異なる場合、水平及び垂直方向の拡大率が異なるためである。この場
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合、拡大率が小さい方に拡大率を合わせる事が一般的である。これは、拡大率が大きい方
に合わせると、もう片方向の解像度数がプロジェクタ２が有する解像度数を超えてしまい
、結果として画像データの一部が欠けてしまうという不具合を回避するためである。
【００６８】
　以上のように本実施の形態によれば、画像信号装置１とプロジェクタ２とが有する画像
表示素子の解像度数が異なる場合において、双方の画像表示素子の解像度数の最大公約数
が所定の値より小さい場合、プロジェクタ２が有する表示素子の解像度数より小さい値で
画像信号装置１が有する表示素子の解像度数との最大公約数が上記所定の値より大きくな
る値を算出し、その算出結果を基に双方の表示可能領域を仮想的に分割するブロック数を
算出することにより、任意のネットワーク網３を介して接続された画像信号装置１とプロ
ジェクタ２との解像度数が異なる場合においても、プロジェクタ２から表示される画像デ
ータの画像表示速度を高速化することが可能となる。
【００６９】
　（実施の形態２）
　図６は、本発明のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーショ
ンシステムの動作説明図である。尚、前述した実施の形態１と同じ構成については同一の
符号を用い、説明を省略する。
【００７０】
　実施の形態１において、ステップＳ６により仮想的に複数に分割したブロックあたりの
画素数を極小化するため、プロジェクタ２の表示可能領域を小さくしている。しかしなが
ら、画像信号装置１とプロジェクタ２との解像度数の組合せによっては、ステップＳ４の
条件を満たすためにプロジェクタ２の表示可能領域を大きく狭める場合がある。その場合
、スクリーン４に対し、図４に示したように表示されない領域を黒色とすると、プロジェ
クタ２を使用して大画面でプレゼンテーションを行いたいという発表者の期待に応えられ
ないという課題が生じる。
【００７１】
　また、図５に示した画像拡大手段２５により画像データを拡大した場合においても、そ
の拡大率が大きくなるため、スクリーン４に投射した画像がぼけるという課題が生じる。
【００７２】
　このような課題を解決するため、実施の形態２においては、図６に示すように、ステッ
プＳ６により算出されたプロジェクタ２の解像度数が、プロジェクタ２が有する表示素子
の解像度数に対し何％であるかを算出し、その値が所定の閾値以上か否かを判定する（ス
テップＳ９）。この閾値としては８５％から９０％の間の値を設定することが望ましい。
【００７３】
　ステップＳ９において所定の閾値以上と判定された場合、演算手段１４は、ステップＳ
６で算出した最大公約数を画像比較手段１５に対し、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２
に含まれる表示素子が有する表示可能領域を仮想的に分割するブロック数として設定する
（ステップＳ７）。
【００７４】
　一方、ステップＳ９において、所定の閾値より小さいと判定された場合、ステップＳ３
により算出された最大公約数を表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２に含まれる表示素子が
有する表示可能領域を仮想的に分割するブロック数として設定する（ステップＳ１０）。
【００７５】
　以上のように本実施の形態によれば、ステップＳ９において、ステップＳ６により算出
されたプロジェクタ２の解像度数が、プロジェクタ２が有する表示素子の解像度数に対し
何％であるかを算出する手段を有することにより、画像信号装置１とプロジェクタ２との
解像度数の組合せ次第により、分割するブロック数を適切に設定でき、プロジェクタ２か
らスクリーン４へ投影する画像表示領域が大きく狭まるという不具合を容易に解決するこ
とが可能となる。
【００７６】
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　（実施の形態３）
　図７は本発明のネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
システムの動作フローチャートである。尚、前述した実施の形態１および実施の形態２と
同じ構成については同一の符号を用い、説明を省略する。
【００７７】
　図７において、ステップＳ１により画像信号装置１とプロジェクタ２との解像度数が異
なると判定された場合、制御手段Ａ１１は、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２に含まれ
る表示素子の表示可能領域を仮想的に分割するブロック数の値を予め記載したテーブルに
、所望の解像度数の組合せ情報が存在するか否かを検索し（ステップＳ１１）、所望の情
報が存在した場合、そのテーブル情報に基づいた値を表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２
の表示可能領域を仮想的に分割するブロック数とする（ステップＳ１２）。
【００７８】
　ステップＳ１１において、所望の情報がテーブルに存在しない場合、実施の形態１に示
したようにステップＳ３からステップＳ７を経て、表示手段Ａ１２及び表示手段Ｐ２２の
表示可能領域を仮想的に分割するブロック数を算出し、その値を上記テーブルに上書きし
、テーブル情報の更新を行う（ステップＳ１３）。
【００７９】
　以上のように本実施の形態によれば、画像信号装置１及びプロジェクタ２が有する解像
度数の組合せに依存したテーブルを備えることにより、画像信号装置１とプロジェクタ２
の解像度数が異なる場合、任意のネットワーク網３で接続する度にステップＳ３からステ
ップＳ７までの工程が必要とした時間を削減可能とし、プロジェクタ２からスクリーン４
に対して投射される画像の立ち上げを素早くするという効果を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８０】
　本発明にかかるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレゼンテーション
システムは、画像信号装置とプロジェクタとの解像度数が異なる場合においても、任意の
ネットワーク網を介して画像データを転送する転送速度を高速化する効果を有し、ネット
ワーク機能を有したプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムとして有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの構成図
【図２】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの内部構成図
【図３】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの動作説明図
【図４】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの動作説明図
【図５】同実施の形態１におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用したプレ
ゼンテーションシステムの内部構成図
【図６】本発明の実施の形態２におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの動作説明図
【図７】本発明の実施の形態３におけるネットワーク機能を有するプロジェクタを使用し
たプレゼンテーションシステムの動作説明図
【図８】従来のプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムの構成図
【図９】従来のプロジェクタを使用したプレゼンテーションシステムの動作説明図
【符号の説明】
【００８２】
　１１、２１　制御手段
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　１２、２２　表示手段
　１３　画像取得手段
　１４　演算手段
　１５　画像比較手段
　１６、２４　通信手段
　２３　画像展開手段
　２５　画像拡大手段
　１０１　画像信号装置
　１０２　プロジェクタ
　１０３　任意のネットワーク網
　１０４　スクリーン

【図１】 【図２】



(17) JP 4973260 B2 2012.7.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】
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